
Q.本紙のタイトルであるアンダンテとは？？
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男女共同参画社会に向けた作品展

A.音楽記号の一つである「アンダンテ」は、「歩くくらいの速さで、ゆっく
り演奏」という意味です。男女共同参画の理解や取り組みが「じっくりと
自分のペースで進むように」という期待を込め、名付けました。

～性別や年齢の違いを超えて、男女が平等に
そして、自分らしく生きていくために～

登別市では、男女共同参画社会について家庭や学校、職場、地域で考えるきっかけとしてもら
うため、標語や習字、ポスターなどで男女共同参画社会のイメージを自由に表現した作品を募集
し、市民会館に募集作品全てを展示する作品展を開催しています。
１２回目となる令和３年度は、市内外の小・中・高校生から標語 158点、習字 838点、ポスタ

ー16点が寄せられました。

その中から、標語の最優秀賞作品を紹介します！

※令和４年度につきましても引き続き作品を募集する予定です。詳細は今後の広報のぼりべつにて周知いたします。

Q そもそも、男女共同参画とは？？

A.男女が性別に関わらず、自分の意志で社会のあらゆる分野に参画できる
機会が確保されることによって、男女が均等にさまざまな利益を得るこ
とができ、一緒に責任を持って協力しあうことができる社会のことです。

【４年生の部】平等に できる心を 大切に 幌別西小学校 寺井 星南さん

【５年生の部】考える 夢見る世界 差別なし 幌別西小学校 境 奏輔さん

【６年生の部】気を使い お互い認める やさしい社会 幌別東小学校 速水 理桜さん



市内外の児童・生徒から応募いただいた「標語・習字・ポスター」の 1,012 点の作品から入賞作品

33点を選考し、１２月１１日市民会館大ホールにて表彰式を執り行いました。

例年、中ホールで実施している表彰式ですが、今年は新型コロナウイルス感染症対策のため、初の

大ホールでの開催となりました。当日は２８名の受賞者の子どもたちと、その保護者の方々が集まり、

小笠原市長より受賞者一人ひとりに賞状を、登別市男女共同参画社会づくり推進会議 千葉早苗委員

長より記念品のフレームが手渡されました。

日 時：令和３年１２月１１日（土）１３時３０分～１５時００分

会 場：登別市民会館 大ホール

テーマ：「私だから、の時代へ」～私の働き方改革とワーク・ライフ・バランス～

講 師：ラベンダー法律事務所 田端 綾子弁護士

登別市男女共同参画社会づくり推進会議が主催

し、北海道立女性プラザ連携事業として「男女共同

参画フォーラム 2021」を開催しました。フォーラ

ムでは、「無意識の思い込み（アンコンシャス・バイ

アス）は誰もが持ち合わせており、それが問題なの

ではなく、他者にとっては悪影響を及ぼす可能性

があることを知り、より広い視野を持つことが必

要。そして、多様性を広げていくために無意識に押

しつけず、気づくことが大事」と講演されました。

また、表彰式終了後には、登別市男女共同参

画社会づくり推進会議委員が作成した「男女共

同参画入門講座」の動画を視聴し、子どもたち

にも分かりやすく、楽しめる講演を行いまし

た。

ジェンダーにとらわれず、相手を尊重し、自

分らしく生きることについて考えるきっかけ

になればと願っております。

【参加者の感想より】

・ワーク・ライフ・バランスについて、制度目標や現状が分かりました。

・制度と意識の持ち方によって男女差を感じました。男女ともに意識の変革や気づきが大事ですね。



北海道猟友会室蘭支部

田中美智子さん

獣医師。家業の青藍牧場

のほか猟友会員として

日々活躍されています。

登別市では、男女共同参画冊子「あなたらしく、自分らしく！」を小学４年生に配布しています。
また、児童と保護者を対象に「男女共同参画への意識を把握することを目的としたアンケート」を
実施しましたので、集計結果を抜粋してご紹介します。

●アンケートの結果から

例えば今から 10 年前の結果と比較すると、児童向けアンケート Q１の質問中「はい」が

92.9％（平成 23 年度）から 98.3％（令和３年度）に上昇、保護者アンケートQ２の質問中「いい

え」が 59.7％（平成 23 年度）から 67.4％（令和３年度）に上昇しました。児童・保護者ともにジ

ェンダーに対する意識が徐々に浸透してきているように感じられます。子どもたちがお互いに

個性を認め合い、「自分らしく」生きていける社会を目指すため、引き続き男女共同参画社会に

向けて取り組んで参ります。

●児童アンケート結果（回収率90.5％） ●保護者アンケート結果（回収率58.0％）
Ｑ１．リーダーは男子でも女子でもいいなと Ｑ２．子育てにおいて、男の子は「男らしく」、

思う。 女の子は「女らしく」と意識していますか。

Q なぜ狩猟免許

を？

A牧場の馬が鹿の角

で傷つけられる被

害があり、３年前

に取得しました。

Q猟友会について

A男性が多いです

が、女性も５人い

ます。私は駆除会

員として鹿の駆除

をしています。

会のみなさんは親

切で、和気あいあい

と活動しています。

Q猟友会と家業のバランスは？

A家業優先で猟友会の駆除は都合のつく時間

だけ、範囲も登別市内だけにしています。

Q猟友会の仕事で大変なことは？

A山中から駆除した鹿を車まで運ぶとき、体

力が必要で過酷です。また常にヒグマ出没

の恐怖があります。

Qエゾシカの個体数調整に思うことは？

A 以前は鹿と共存できればとも思いました

が、現実は牧場や農家への被害が大きく、

駆除数が少ないと感じています。

Q抱負などをお聞かせください

A鹿が増えることにより、たくさんの被害があります。森林・農作物・

牧草の食害、マダニ感染症の心配もあります。今後も先輩ハンターから

学びながら、鹿の数が減るよう頑張りたいと思います。

エゾシカなどの有害鳥獣を捕獲する北海道猟友会室蘭支部所属の田中美智子さん
に猟友会と家業・家庭の両立についてお話をうかがいました！

区分 Ｒ3年度（%） Ｒ2年度（%） Ｈ23年度（%）

はい 98.3 97.5 92.9 
いいえ 1.4 1.6 6.6 
その他 0.3 0.9 0.5 

計 100.0 100.0 100.0 

区分 Ｒ3年度（%） Ｒ2年度（%） Ｈ23年度（%）

はい 28.8 35.0 36.8 
いいえ 67.4 61.9 59.7 
その他 3.8 3.1 3.5 

計 100.0 100.0 100.0 



問い合わせ先 登別市市民生活部市民サービスグループ
〒059-8701 登別市中央町６丁目１１番地 ℡：0143(85)2139
FAX：0143(85)7674 Mail：simin̲danjyo@city.noboribetsu.lg.jp
登別市男女共同参画情報紙「アンダンテ」第１８号 発行日：令和４年４月
企画・編集：登別市男女共同参画社会づくり推進会議 アンダンテ企画・編集委員一同

「登別市男女共同参画基本計画」を推進・進捗状況を管理するため、「男女共同参画社会づくり
推進会議」が組織されています。構成団体は、公募の市民７名、下記の 13団体から推薦された委
員を合わせ 20 名で組織されています。年に 6回ほどの全体会議のほか、3つの部会（フォーラ
ム、広報、アンダンテ）に分かれて男女共同参画に関する事業の運営に取り組んでいます。

プラタナス
年に 1回男女共同参画をテーマにした独

自のフォーラム開催と様々な男女共同参画
事業に参加しています。

国際ソロプチミスト登別
「国際ガールズデー」、「女性に対する暴
力撤廃の国際デー」に合わせて啓発のテ
ィッシュ、カードを配布しています。

（構成団体）のぼりべつ男女平等参画懇話会／プラタナス／社会福祉法人登別市社会福祉協議

会／登別市連合町内会／登別商工会議所青年部／登別商工会議所女性会／国際ソロプチミス

ト登別／登別市私立幼稚園協会／登別消費者協会／連合北海道登別地区連合会／登別市校長

会／登別市ＰＴＡ連合会／一般社団法人登別室蘭青年会議所

【構成団体による男女共同参画事業の一部を紹介します】

◆性暴力被害について

性暴力被害者支援センター北海道 SACRACH（さくらこ）とは？
性暴力被害にあった方の専門相談窓口です。専門の訓練を受けた女性相談支援員を中心に

各機関と連携して支援にあたっています。

０５０－３７８６－０７９９ 月～金10：00～20：00（土日祝、12/29～1/3 を除く）

＃８８９１（はやくワンストップ） ※最寄りのワンストップ支援センターに繋がります。

＃８１０３（ハートさん） ※警察への電話相談・24時間対応
＃８１０３（ハートさん） 発信場所を管轄する警察の性犯罪被害相談電話に繋がります。

◆パートナーや配偶者からの暴力について

DV相談ナビダイヤル ＃８００８（はれれば）※最寄りの配偶者暴力相談支援センターに繋がります。

DV相談＋プラス ０１２０－２７９－８８９（つなぐはやく）※２４時間対応

◆女性をめぐる様々な人権問題について

女性の人権ホットライン（法務局） ０５７０－０７０－８１０※平日 8：30～17：15

◆法的トラブルの解決について

日本司法支援センター（法テラス）０５７０－０７８－３７４（おなやみなし）
※平日 9：00～21：00 土曜日 9：00～17：00

◆女性のための女性弁護士による無料電話法律相談

ほっとらいんぶ～け（札幌弁護士会） ０５０－３３６９－０５５０
※月･水･金 16：00～19：00／火･木 12：00～15：00
（土日祝、お盆期間、年末年始を除く）


